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 様式第5号「インターネットによる情報公開に関する確認書」

 その他　　国の優良認定業者における書面の省略について【通知・誓約書】

　　(2)収集運搬業（積替え保管を含む）

 参考資料3 施設維持管理記録

　　(1)収集運搬業（積替え保管を除く）

　　 ③ 中間処理業

（1）収集運搬業（積替え保管を除く）

（2）収集運搬業（積替え保管を含む）  

（3）中間処理業　　　

（4）専門性      

　　 ② 収集運搬業（積替え保管を含む）

　　 ① 収集運搬業（積替え保管を除く）

目目次次

 申請書類チェック表（インデックス表）

申請書類作成

 参考資料2 インターネット情報公開における事業計画の概要 

　　(3)中間処理業

申請から認定・公表までの流れ（概要）

 評価基準表（自己評価含む）

巻末「参考資料」（記載例）

 様式第1号「認定申請書」

 様式第6号「経営状況確認書」

 様式第7号「労働安全衛生関係法令の規定による労働災害の発生状況に関する自己申告書」

 参考資料1「低公害・低燃費車両、重機」の項目に関する記載

 様式第2号「同意書」

 様式第3号「環境保全関係法令の規程による不利益処分に該当しない旨の誓約書」

 様式第4号「納税等の状況に関する誓約書」

 　　　　　＜参考「様式第４号」関係 ＞

制度の概要

申請の資格・対象者　

申請区分

申請方法・書類送付先

内内　　容容

認定後の変更届等

留意事項

申請に係る様式（記入例）

申請書類ファイルの作成

申請手数料

評価内容及び審査　

判定及び認定

認定証の取扱い・ロゴマーク等の使用





11    制制度度のの概概要要  

産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の 

少ない取組を行っている優良な事業者を、東京都から第三者評価機関として指定されている

公益財団法人東京都環境公社が評価・認定する制度です。 

（東京都の優良性基準適合認定制度実施要綱 平成 21 年 7 月 28 日付） 

認定の有効期間は、新規申請の場合は２年後の年度末まで、更新申請の場合は３年後の年

度末までです。 

22  申申請請のの資資格格・・対対象象者者    

（1）申請の資格 

認定を受けようとする業の区分において、東京都知事又は八王子市長の産業廃棄物処理業

の許可を取得後１年以上の事業者 

 

（2）申請にあたって満たすべき条件 

評価基準表（P.41～72）で業の区分ごとに自己評価し、基準を満たす必要があります。 

評価の基準については、【９９  評評価価内内容容及及びび審審査査】（P.14）を参照してください。 

 

（3）対象者 

① 新規申請： 新たに優良性基準適合認定を希望する事業者 

② 更新申請： 令和 9 年 3 月 31 日にて認定の有効期間が終了する認定事業者で、 

令和 9 年 4 月 1 日より継続して優良性基準適合認定を希望する事業者 

33  申申請請区区分分  

（1）認定の区分は、以下の２種類です。 

① 産 廃 エ キ ス パ ー ト （第１種評価基準）： 業界のトップランナー的優良事業者 

② 産廃プロフェッショナル（第２種評価基準）： 業界の中核的役割を担う優良事業者 

 

（2）業の区分は、以下の 3 種類です。許許可可証証とと同同一一のの業業区区分分での申請とします。 

① 収集運搬業（積替え保管を除く） 

② 収集運搬業（積替え保管を含む） 

③ 中間処理業 

 

（3）専門性評価基準 

特別管理産業廃棄物における感染性産業廃棄物を扱う場合のみが対象となります。 

専門性評価基準のみの単独申請はできません。上記（2）の区分に加えて申請してください。 

      

（4）同時申請 

収集運搬業と中間処理業の許可を取得している場合は、取得しているすべての業の区分を

申請してください。 
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４４  申申請請方方法法・・書書類類送送付付先先  

（1）申請方法 

① Web エントリー 

■Web エントリーは令和 8 年 5 月 18 日（月）より開始します。 

■WWeebb エエンントトリリーーにによよりり、、申申請請事事項項をを登登録録ししててくくだだささいい。。 

    ★★WWeebb エエンントトリリーーはは 66 月月末末ままででにに行行っっててくくだだささいい。。  

  ② 申請書類 

    ■申請に必要な書類（P.3 5(2)及び(3)参照）を次の期間内に公社事務局まで 

     郵送により提出することで申請となります。 

   ③ 申請期間 （公社事務局必着） 

≪更新申請≫ 

・収集運搬業（積替え保管を除く） 

        ：令和 8 年 5 月 18 日（月）～7 月 10 日（金） 

・収集運搬業（積替え保管を含む） 

        ：令和 8 年 5 月 18 日（月）～7 月 10 日（金） 

・中間処理業 

        ：令和 8 年 5 月 18 日（月）～7 月 10 日（金） 

・収集運搬業 ＋ 中間処理業（同時申請） 

        ：令和 8 年 5 月 18 日（月）～7 月 24 日（金） 

 

≪新規申請≫ 

・すべての業の区分 

：令和 8 年 5 月 18 日（月）～8 月 21 日（金） 

 

＊書類受付後、事務局で内容を確認し、受領出来ないと判断した場合は一度返却させていただきます。 

（この場合、送料は申請者の負担となります。） 

＊書類作成の事前相談や申請書類持込み提出をご希望の場合は、次の期間にあらかじめ電話で日時の 

予約をしてください。 

     相談等期間：5 月 18日（月） ～ 各申込終了日 

 

（2）申請書類送付先 （公社事務局） 

  
郵便番号 130-0022 

住  所 東京都墨田区江東橋四丁目 26 番 5 号 東京トラフィック錦糸町ビル 5 階 

名  称 公益財団法人 東京都環境公社 優良性認定評価室 

電  話 0 3 - 3 6 4 4 - 1 3 8 1   

     ※土・日・祝日、年末年始を除く 9時から 12 時、13時から 17 時まで 
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  ５５  申申請請かからら認認定定・・公公表表ままででのの流流れれ（（概概要要））  
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り
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⑴⑴   レレベベルル確確認認  
エキスパート or プロフェッショナルの自己評価はしましたか？ 

Yes →(2)へ 

No  →東京都環境公社 Web ページから申請する業の『評価基準表』を 

ダウンロードし自己評価を行う。 

 ★公社 Web→優良性基準適合認定制度事業→『評価基準表』 

⑵⑵  WWeebb エエンントトリリーーとと申申請請書書類類作作成成、、申申請請手手数数料料振振込込  
① 公社 Web→優良性基準適合認定制度事業→『Web エントリー』に入力する。 

② 必要書類を印刷・ダウンロード保存し、必要項目を入力し印刷する。 

③ 『評価基準表』の【書面審査】に基づく書類を準備する。 

④ 申請手数料の振込をする。 

⑤ 書類にインデックスをつけ、ファイルに綴じる。（正本・副本作成） 

⑶⑶   申申請請書書類類をを提提出出（（郵郵送送））  
① 正本一式 

② 副本の様式第１号の 1 枚目のみ（受付印を押して返却します。） 

③ 担当者の名刺 

④ 返信用封筒（切手貼付け）※②の返却用 

⑤ レターパック（プラスかライト） ※認定証交付時使用 

   ＊④⑤には返送先を記入してください。 

⑹⑹  評評価価委委員員会会【【判判定定】】 

★審査結果の判定を行います。 

★認定事業者の公表後、判定結果を通知します。 

月月  

頃頃  

⑺⑺  認認定定証証交交付付  
★2 月中旬以降（新規）認定事業者 認定証交付 

★3 月上旬以降（更新）認定事業者 認定証交付 

⑸⑸  現現地地審審査査  
★現地審査を行います。日程はメールにて連絡します。 

・副本及び『評価基準表』の【現地審査】に係る書類を用意してください。  

⑷⑷  書書面面審審査査  
★書面審査を行います。 

・不足書類がある場合は、メールにて連絡しますので提出してください。 

＜ 審査 ＞ 

PP..44  

～～  

ＰＰ..1133  

PP..1100  

PP..1166  

PP..1155  

PP..1144  

レレベベルル等等

にに迷迷っったた

時時ははおお気気

軽軽にに公公社社

事事務務局局へへ  

  
  

月月  

頃頃  

２２  

３３  

月月  
～～        

月月  

頃頃 

1111

８８

５５

７７
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６６  申申請請書書類類作作成成  

（1）申請用紙等のダウンロード 

① Web エントリーで送信まで完了すると、下記のダウンロード画面に移ります。ここのの画画面面

をを閉閉じじずずにに、、必必ずずすすべべててをを印印刷刷ややダダウウンンロローードドして PC のデスクトップ等に保存し、書

類を作成してください。（Web エントリーで入力された一部の内容は PDF の各様式に

転記されます。） 

 

 

②入力は【【1144  申申請請にに係係るる様様式式（（記記入入例例））】】（P.20～P.37）を参照してください。 

※上記デザインはイメージです。 

Ｗ
ｅ
ｂ
エ
ン
ト
リ
ー
で
入
力
し

た
申
請
デ
ー
タ
で
す
。 

申
請
す
る
業
の
区
分
の
書
式 

の
み
表
示
さ
れ
ま
す
。 
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（２）様式第 1 号「優良産廃処理業者認定の取得状況一覧の申告」の作成 
 

 申申請請時時ににおおいいてて、、環環境境省省がが所所管管すするる「「優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定」」（（以以下下「「国国優優良良」」とといいうう。。））

をを取取得得ししてていいるる場場合合、、本本制制度度のの提提出出書書類類をを一一部部省省略略ででききまますす。。  

 「国優良」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基

づく制度です。通常、認定業者は、許可証に「優良」マークが付されています。 

評評価価項項目目  省省略略ででききるる事事項項  

遵法性 納税等 納税証明書（直前 3 年分）等 

安定性 

インターネット情報公開 

①会社概要 

②施設及び処理状況 

③財務諸表等 

④料金表等 

・様式第 5 号＜更新履歴情報＞

の記入 

・最新の公表画面の写し 

（公財）産業廃棄物処理事業振興財団が提供する「履歴証明書または適合証明書」を提出

できる方については、一部の書面の提出を省略できます。詳細は、手引き P.30 を確認し

てください。 

＜＜提提出出書書類類一一部部省省略略ままででのの流流れれ＞＞ 

＜＜省省略略のの対対象象ととななるる項項目目及及びび省省略略ででききるる事事項項（（概概要要））＞＞ 

令令和和 66 年年 44 月月 11 日日以以降降に取得・更新した国優良の有無を確認（他の道府県市、業を含む） 

一部省略できます。 

様式第 1 号の最後のページ「優良産廃処

理業者認定の取得状況一覧の申告」にて、

取得「有り」に☑し、必要情報を入力し

てください。 

省略はできません。 

評価基準表に従って提出書類を準備

してください。 

・・取取得得有有りり  
・・取取得得無無しし  

・・令令和和 66 年年 33 月月 3311 日日以以前前にに取取得得  

省略できる書類については、Web エントリー後に事務局にて申請内容を確認後、

個個別別ににメメーールルでで連連絡絡いいたたししまますす。。内容確認にお時間をいただくため、省略対象外

の書類から先に準備を進めていただくようお願いいたします。 

2 週間経っても連絡が無い場合は、お手数ですが事務局までお問合せください。 

優
良 

国優良制度のロゴマーク 都優良制度のロゴマーク 

（イメージ） 
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（３）「評価基準表書類」の作成 

  

①  様式の準備ができましたら、「評価基準表」で指定された書面審査のための書類を準備し 

てください。 

   ② 書面審査の書類は、評価基準表【令和８年申請用】の＜評価の基準及び書面審査・現地審

査の内容＞欄の【書面審査】に書かれています。 

  （※業の区分、認定の区分により異なります。） 

  ③ 評価基準表書類が準備できましたら、評価基準表の左端の列に記載されている番号をイン

デックスに記入し、書類につけてください。 

 

 

77  申申請請書書類類フファァイイルルのの作作成成  

 

① 業の区分ごとに正本・副本を作成してください。 

正本にて書面審査を行います。 

審査の過程で追加資料を請求する場合がありますので、そそのの際際はは副副本本ににもも追追加加ししたた書書類類をを

綴綴じじここみみししててくくだだささいい。。 
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② 申請書類ファイルの表紙及び背表紙には、下記の記入例のように表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 複数の業を同時に申請する場合は、業の区分ごとにファイルを作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フファァイイルル表表紙紙（（例例））  フファァイイルル背背表表紙紙（（例例））  

専門性の申請を 

する場合は「あり」、 

しない場合は「無し」 

と記入。 

ア 

収集運搬業（積替え保管を除く） 

 

イ 

収集運搬業（積替え保管を含む） 

 

ウ 

中間処理業 

 

＜＜収収集集運運搬搬業業とと中中間間処処理理業業をを同同時時申申請請さされれるる場場合合ににつついいてて＞＞  

 第 1 号から第 7号の様式と、その添付書類及び「振込確認書面」については、11 部部ののみみ収収集集運運

搬搬業業ののフファァイイルルにに綴綴じじてて提提出出ししててくくだだささいい。。  

イ ア ウ 
ア イ ウ 
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④【申請書類チェック表（インデックス表）】P.20及び【評価基準表】P.41～72の番号

を参照し、インデックスを順番につけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インデックス見本】                         

）」 
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⑤ 該当する書面がない場合は、「該当なし」と記入、同時申請で重複書面がある場合は、「重

複書面」と記入した書面を作成し、インデックスを付けてファイルに綴じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ひとつの書面で複数の項目を兼ねる場合は、その書面に該当するインデックスを貼ってくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「該当なし」の見本】                         【「重複書面」の見本】                         
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 ⑥ インターネット情報公開の項目について添付する書面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 以下の書類を揃えて提出してください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   77  

※お願い 

各項目の該該当当すす

るる箇箇所所をを赤赤でで囲囲

みみ、、公公表表項項目目がが掲掲

載載さされれてていいるる場場

所所がが、一目でわか

るようにしてく

ださい。 

（参考）Webページ 

�� ��

＜例＞ 

トップページ→会社概要→法人名称、事務所又は事業場の

所在地、代表者、役員の氏名、就任年月日、設立年月日、

資本金又は出資金、事業の内容、社内組織図・人員配置 

 

トップページ→事業案内→事業計画の概要、許可証の写し 

事業場公開の有無・頻度 
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88  申申請請手手数数料料  

 

（1）申請手数料（P.12～13 のとおり）  

 ① 申請書類提出前に下記＜振込先＞へお振り込みください。  

 ② 「振込金受取書」「ご利用明細書（ATM）」等、振込が確認できる書面の写しを申請書

のインデックスに「振込」と記入して提出してください。 

＊インターネットバンキングを利用した振込の場合、振込日・振込先・振込人・金額等  

のの情報が記載されている画面の写しを提出してください。※申請会社名は必ず記載のこと。 

 ③ 振込手数料は申請者の負担となります。 

 ④ 一度納入された申請手数料は、原則返金いたしません。 

   ※※審審査査ににおおいいててエエキキススパパーートトのの基基準準をを満満たたせせずず、、ププロロフフェェッッシショョナナルルへへ認認定定区区分分がが変変更更にに

ななっったた場場合合ででもも差差額額はは返返金金いいたたししまませせんん。。必必ずず、、申申請請のの前前にに基基準準をを満満たたししてていいるるここととをを確確認認

ししててかからら認認定定のの区区分分をを決決めめててくくだだささいい。。  

 

＜＜振振込込先先＞＞  

 

 

 

 

 

 

 

（2）遠隔地の審査 

 ① 都の島しょ地域及び都外の遠隔地において現地審査を実施する場合は、審査の終了後に評

価員の交通費及び宿泊費を申請者へ請求いたします。 

 ② 現地審査は評価員２名で行いますので、交通費、宿泊費は２名分となります。 

 ③ 算出基準は、以下のとおりとなります。 

・錦糸町駅を起点として、申請者の現地審査所在地までの公共交通機関の路線距離が

100km 以遠の場合、往復の鉄道賃を請求いたします。（特急料金を含む。） 

・北海道、四国、九州（沖縄含）及び都の島しょ地域の場合は往復の航空賃を鉄道賃とあ

わせて請求いたします。ただし、都の島しょ地域で交通手段が船便のみの場合は往復の船

賃を鉄道賃とあわせて請求いたします。 

・遠距離の場合や交通事情により、日帰りが不可能な場合は宿泊費として 1 人 1 泊当た

り 10,000 円を請求いたします。 

銀行口座 

  銀 行 名 三三菱菱ＵＵＦＦＪＪ銀銀行行      支 店 名 深深川川支支店店  

    店  番 ００８８６６          口座番号 １１５５９９９９１１２２４４（（普普通通預預金金）） 

口 座 名 公公益益財財団団法法人人  東東京京都都環環境境公公社社  

 

インボイス制度 登録番号：T2010605002504 

        消費税率：10％ 
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（様式第1号に表示された申請手数料をお振込みください。）

単単独独のの業業のの申申請請手手数数料料

収集運搬業
（積替え保管を除く）

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業
収集運搬業

（積替え保管を除く）
収集運搬業

（積替え保管を含む）
中間処理業

産廃エキスパート 137,500円 181,500円 198,000円 170,500円 214,500円 231,000円

産廃プロフェッショナル 99,000円 137,500円 159,500円 132,000円 170,500円 192,500円

複複数数のの業業のの申申請請手手数数料料（（認認定定のの区区分分がが同同一一のの場場合合））

認定の区分 業の区分① 認定の区分 業の区分②
専門性を

申請しない場合

業の区分①または
②にて専門性の
申請をする場合

業の区分①及び
②にて専門性の
申請をする場合

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 266,750円 299,750円 332,750円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 288,750円 321,750円 354,750円

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 209,000円 242,000円 275,000円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 228,250円 261,250円 294,250円

複複数数のの業業のの申申請請手手数数料料（（認認定定のの区区分分がが異異ななるる場場合合））

認定の区分 業の区分① 認定の区分 業の区分②
専門性を

申請しない場合

業の区分①または
②にて専門性の
申請をする場合

業の区分①及び
②にて専門性の
申請をする場合

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 228,250円 261,250円 294,250円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 261,250円 294,250円 327,250円

中間処理業
収集運搬業

（積替え保管を除く） 247,500円 280,500円 313,500円

中間処理業
収集運搬業

（積替え保管を含む） 266,750円 299,750円 332,750円

産廃プロフェッショナル 産廃プロフェッショナル

産廃エキスパート 産廃プロフェッショナル

申申請請手手数数料料表表（（消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税をを含含むむ））

【【更更新新申申請請】】

認定の区分

専門性を申請しない場合 専門性を申請する場合

産廃エキスパート 産廃エキスパート
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（様式第1号に表示された申請手数料をお振込みください。）

単単独独のの業業のの申申請請手手数数料料

収集運搬業
（積替え保管を除く）

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業
収集運搬業

（積替え保管を除く）
収集運搬業

（積替え保管を含む）
中間処理業

産廃エキスパート 154,000円 198,000円 220,000円 187,000円 231,000円 253,000円

産廃プロフェッショナル 110,000円 154,000円 176,000円 143,000円 187,000円 209,000円

複複数数のの業業のの申申請請手手数数料料（（認認定定のの区区分分がが同同一一のの場場合合））

認定の区分 業の区分① 認定の区分 業の区分②
専門性を

申請しない場合

業の区分①または
②にて専門性の
申請をする場合

業の区分①及び
②にて専門性の
申請をする場合

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 297,000円 330,000円 363,000円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 319,000円 352,000円 385,000円

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 231,000円 264,000円 297,000円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 253,000円 286,000円 319,000円

複複数数のの業業のの申申請請手手数数料料（（認認定定のの区区分分がが異異ななるる場場合合））

認定の区分 業の区分① 認定の区分 業の区分②
専門性を

申請しない場合

業の区分①または
②にて専門性の
申請をする場合

業の区分①及び
②にて専門性の
申請をする場合

収集運搬業
（積替え保管を除く）

中間処理業 253,000円 286,000円 319,000円

収集運搬業
（積替え保管を含む）

中間処理業 286,000円 319,000円 352,000円

中間処理業 収集運搬業
（積替え保管を除く） 275,000円 308,000円 341,000円

中間処理業 収集運搬業
（積替え保管を含む） 297,000円 330,000円 363,000円

申申請請手手数数料料表表（（消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税をを含含むむ））

【【新新規規申申請請】】

認定の区分

専門性を申請しない場合 専門性を申請する場合

産廃エキスパート 産廃エキスパート

産廃プロフェッショナル 産廃プロフェッショナル

産廃エキスパート 産廃プロフェッショナル
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99    評評価価内内容容及及びび審審査査  

 

（1） 評価の基準 
 

① 産 廃 エ キ ス パ ー ト 

   「遵法性」、「安定性」及び「先進的な取組」の適合について審査します。 

② 産廃プロフェッショナル 

   「遵法性」、「安定性」の適合について審査します。 

③ 専門性評価基準（感染性廃棄物を取扱う場合に限る。） 

   「専門性」の適合について審査します。 

 ④ 評価基準における必須項目 

評価基準表の「「遵遵法法性性」」及及びび「「専専門門性性」」のの項項目目はは、、産産廃廃エエキキススパパーートト、、産産廃廃ププロロフフェェッッ

シショョナナルルととももにに、、該該当当すするる項項目目ののすすべべててをを満満たたししてていいるるここととをを必必須須とします。 

「「安安定定性性」」及び「「先先進進的的なな取取組組」」は、各々の評価項目の得点合計を配点合計で割った得点

率が下記の基準を満たすものを認定します。（得点÷配点＝得点率）  

⑤ 産廃エキスパートでは、「安定性」内の指定された項目を必ず取得していることとし、  

得点合計に含めます。 

 

 ＜＜評評価価のの適適合合基基準準＞＞  

区分 遵法性 安定性 先進的な取組  
専門性 

（感染性廃棄物） 

産廃エキスパート 全 項 目 

必 須 

（１００％） 

８０％以上 

（一部必須） 
６０％以上 

＋ 

全 項 目 

必 須 

（１００％） 産廃プロフェッショナル ７０％以上 ― 

 

 

（2） 審査方法 
 

  評価基準に基づき、原則として評価員を 2 名 1 組とし、書面審査及び現地審査を実施し

ます。 

  

  

＜＜必必ずずおお読読みみくくだだささいい＞＞  

産産廃廃エエキキススパパーートトをを申申請請さされれるる方方はは、、遵遵法法性性のの他他にに、、安安定定性性ににおおいいててもも

指指定定さされれたた項項目目はは必必ずず取取得得ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。 
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（3）現地審査について 

 

  ＜＜準準備備すするる書書類類＞＞  

① 現地審査において必要な書類は、評価基準表の【現地審査】P.41～72 のとおりです。

副本と併せて、審査を行う施設に集めて用意しておいてください。 

なお、確認する書類及び現地審査の日時については、事前にメールにて連絡いたします。

（下記②と③においてもこの時に詳細をお知らせします。） 

   

② マニフェストと、その内容を照合できる処理帳簿及び委託契約書は、新規申請者は過過去去

５５年年間間分分の中から、更新申請者は前回の審査日以降の中から指定し、確認させていただ

きます。 

 

③ マニフェストや処理帳簿を電子情報で管理している場合は、端末画面で確認させていた

だき、状況により印刷・撮影することがあります。 

 

  ＜＜審審査査にに要要すするる時時間間＞＞  

・単独の業の区分で申請した場合：午前又は午後のうち 2～3 時間程度 

・複数の業の区分で申請した場合：午前及び午後 

  ※「経営理念」の評価項目確認にあたり、訪問時間のうち 15 分程度の時間で経営者 

インタビューをさせていただきます。事事前前ににイインンタタビビュューーメメモモをを作作成成いいたただだけけるるととスス

ムムーーズズにに実実施施ででききまますす。。 

  ※書類の準備状況、審査する施設の数・移動距離等により所要時間は前後いたします。 

   

  ＜＜審審査査のの流流れれ＞＞  

現地審査項目に従い、ヒアリングや目視で確認

マニフェスト･･処理帳簿･･委託契約書等書類の確認

評価員2名で訪問・開始ミーティング

経営者へのインタビュー（所要時間:約15分）

終了ミーティング・審査調書の作成

一般的な例を示したもので

す。確認する施設の数や書

類の準備状況により進行度

合は異なります。

インタビューの実施タイミン

グについて、ご希望があれば

優先させていただきます。

審査調書の作成後、コピーを

取りお渡しします。

コピー機のある場所で終了で

きるようにご準備ください。
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1100  判判定定及及びび認認定定  

 

（1） 評価委員会の判定 
 

評価委員会は、評価員が実施した書面審査及び現地審査の審査結果を基に、申請者の評価

基準への適合の可否について判定します。 

なお、産廃エキスパートで申請した事業者については、審査の結果、得点率が評価の基準

に満たなかった場合でも、産廃プロフェッショナルの基準を満たしていれば、産廃プロフェ

ッショナルの適合を認めるものとします。 

（2） 認定の通知 
 

① 評価委員会にて判定し公表後、「判定結果」を通知します。 

 ② 認定基準適合事業者については、東京都環境公社の Web ページで公表します。 

 また、東京都知事と八王子市長に認定の結果を報告し、東京都と八王子市は報告に基づき、

評価基準適合事業者の名称等を Web ページで公表します。 

 ③ 認定基準適合事業者には、認定証を交付します。（新規事業者は 2 月、更新事業者は 3 月） 

 

1111  認認定定証証のの取取扱扱いい・・ロロゴゴママーークク等等のの使使用用    

 

（１） 認定証の取扱い 

 

 ① 主たる事務所の見やすい場所に掲示してください。 

②  第三者に譲渡又は貸与することはできません。 

 

（２） ロゴマーク等の使用 
 

認定事業者は、申請することにより「ロゴマーク(シール・マグネット)」及び「ロゴデー

タ」の使用ができます。「ロゴマーク（シール・マグネット）」及び「ロゴデータ」の使

用の詳細については、東京都環境公社の Web ページを確認してください。 

 【使用例】 

 

 

 

〈 名刺 〉 〈 収集運搬車 〉 

「「初初回回取取得得年年度度」」  

「「業業のの区区分分」」 を明記 
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（３） 優良性基準適合認定制度（第三者評価制度）の認定マークが入った『産業廃棄物処理業

許可証』の交付 

 

ご希望の方は、東京都又は八王子市に「許可証再交付申請書」を提出することにより、 

ロゴマーク及び認定番号を付した『産業廃棄物処理業許可証』が交付されます。 

 

（４） 優良性基準適合認定業者であることを証する書面『確認書』（都知事又は八王子市長名

入り）の交付 
 

  ご希望の方は、東京都又は八王子市に「優良性基準適合認定確認申請書」を提出することに

より『確認書』が交付されます。 
 

  ＜お問い合わせ＞・東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当 

                               03-5388-3587 

       ・八王子市 資源循環部 廃棄物対策課    042-620-7458 

 

 

     【認定証】          【許可証】          【確認書】 

  

1122  認認定定後後のの変変更更届届等等  

申請した情報に変更等が生じた場合、東京都環境公社の Web ページより様式をダウン 

ロードし、公社 事務局まで提出してください。 

東京都環境公社 Web ページ： 

    【公社 TOP ページ→優良性基準適合認定事業→すでに認定をお持ちの方はこちら】 
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（１） 変更届出書 

 

法人は、名称・代表者・住所・業の区分のいずれかの変更が生じた場合 

個人は、氏名・住所・業の区分のいずれかの変更が生じた場合 

東京都環境公社 Web ページに記載の届出書と必要書類を公社へご提出ください。 

変更内容を確認のうえ、認定証を再発行いたします。 

  

（２） 廃止届出書 

 

認定を受けた業の区分に係る事業を廃止した場合、又は廃業、吸収合併等の理由に 

より認定証が不要となった場合（あわせて認定証を返納してください。） 

 

（３） 再交付申請書 

 

認定証を紛失、又は毀損したとき（毀損の場合には、認定証を添付してください。） 

  

    ※上記以外にも様式がございます。必要に応じてWebページをご確認ください。 

 

1133  留留意意事事項項  

（1）評価基準の認定を受けるか否かは事業者の任意です。また、評価基準に適合している

か否かは、業の許可基準とは本質的に性格が異なり、処理業を営む上で制度的な制約条

件となるものではありません。 

 

（2）認定制度は、あくまでも評価基準への適合を認定するものであり、認定基準適合事業

者が不法行為や不適正な処理を行わないことを、東京都、八王子市及び東京都環境公社

が保証するものではありません。 

 

（3） 認定の更新をしなかった場合、もしくは認定が失効になった場合は、認定期間終了後、 

速やかに Web ページ上の認定の記載を削除し、ロゴマークの使用をお控えください。 

なお、失効した認定証は速やかに破棄してください。 
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※※申申請請書書類類チチェェッックク表表をを一一番番上上にに綴綴じじててくくだだささいい。。  

（１） 様式第１号「認定申請書」 

（２） 様式第２号「同意書」 

（３） 様式第３号「環境保全関係法令の規程による不利益処

分に該当しない旨の誓約書」 

（４） 様式第４号「納税等の状況に関する誓約書」 

＜参考「様式第 4 号」関係 ＞ 

（５） 様式第 5 号「インターネットによる情報公開に関する 

         確認書」 

（６） 様式第６号「経営状況確認書」 

（７） 様式第７号「労働安全衛生関係法令の規定による労働

災害の発生状況に関する自己申告書」 

 

 

※詳細は【6 申請書類作成】（P.4）を参照してください。 

 

    申申請請にに係係るる様様式式（（記記入入例例））  1144  

―  19  ―　



※以下の申請書類を揃えたら、□□ににレレ点点をを記記入入のの上上、申請書類の1番上に綴じてください。 
 

レ点
記入 

インデックス 様 式 名 内容及び添付する資料 

☑ 様1 
様式第1号 
「認定申請書＋国優良取得状況」 

認定申請書 
  
※※東東京京都都ままたたはは八八王王子子市市のの全全ててのの許許可可証証（（写写しし））をを添添付付  
してください。 
※※国国優優良良取取得得状状況況にに該該当当すするる場場合合はは該該当当すするる許許可可証証（（写写
しし））をを添添付付ししててくくだだささいい。。  

☑ 様2 
様式第２号 
「同意書」 

東京都と八王子市が保管する申請者の業の許可
申請に関する資料閲覧の同意書 

☑ 様3 

様式第３号 

「環境保全関係法令の規程による不利
益処分に該当しない旨の誓約書」 

不利益処分に該当しないことを示すための誓約書 

☑ 様4 
様式第４号 
「納税等の状況に関する誓約書」 

納税等の状況について、提出の該当の有無を示
すための誓約書 

※各種未納のないことの証明書を添付してください。 

☑ 様5 

様式第5号 

「インターネットによる情報公開に関
する確認書」 

インターネット情報公開の方法及び履歴情報等

を示すための確認書 
 

※本様式に更新履歴情報を記載しない場合は 
産廃情報ネットから発行した履歴証明書または適合証明書を添

付してください。 

☑ 様6 
様式第6号 
「経営状況確認書」 

経営状況を示すための確認書 
 
※記載内容を確認するため、直前3年間分の財務諸表等関係
する書類を添付してください。 

☑ 様7 

様式第7号 

「労働安全衛生関係法令の規定による
労働災害の発生状況に関する自己申告
書」 

申請する業の範囲において、労働災害の発生の
有無を示すための自己申告書 

※本様式において事故「有り」と申告した場合は、労働基準監
督署に提出した労働者死傷病報告書を添付してください。 

☑ 振込 「振込確認書面」 申請手数料の振込が確認できる書面の写し 

☑ 評価 「評価基準表（申請者記入）」 

申請者が自ら評価基準に適合しているかを確認
するための評価表 
 
（申請者記入欄に得点入力及び□にレ点を記入してくださ
い。） 

☑ 
番号 

７～ 
評価基準表書面審査書類 

（番号1～6は添付不要） 

番号7から順番にインデックスを付けて綴じ込ん
でください。 

申請者名  株式会社環境〇〇〇 
 

申請書類チェック表（インデックス表） 
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様式第１号  

****年 **月 **日 

東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関  

公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 
 

                                      〒130-0022 

                         申 請 者   住 所  東京都墨田区江東橋○丁目○番○号 

東京〇〇ビル 8Ｆ 

                                 氏 名  株式会社環境〇〇〇 

                                      代表取締役 環境 正太郎   

（押印不要） 

                                      （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

認認   定定   申申   請請   書書  

東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度実施 

要綱第５条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 
 

■ 申申請請内内容容  

申請内容 認定の区分 業の区分 
専門性の有無 

（有の場合：業の区分） 

申請手数料

(円) 

新規 産廃エキスパート 収集運搬業(積替え保管を除く) 収集運搬業(積替え保管を除く) 

363,000 円 

新規 産廃エキスパート 中間処理業 中間処理業 

  

■ 東東京京都都のの産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業許許可可証証番番号号（（取取得得ししてていいるる全全ててのの業業））    

区分 東京都の許可番号 許可期限 

産業廃棄物 

収集運搬業 13-00-****** ****年*月**日まで 

中間処理業 13-20-****** ****年*月**日まで 

特別管理 

産業廃棄物 

収集運搬業 13-50-****** ****年*月**日まで 

中間処理業 13-70-****** ****年*月**日まで 

 

■ 八八王王子子市市のの産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業許許可可証証番番号号（（取取得得ししてていいるる全全ててのの業業）） 

区分 八王子市の許可番号 許可期限 

産業廃棄物 

収集運搬業 109-10-****** ****年*月**日まで 

中間処理業   

特別管理 

産業廃棄物 

収集運搬業   

中間処理業   

 

網網掛掛けけ部部分分はは申申請請フフォォーームムかからら自自動動でで転転記記さされれまますす。。  

八八王王子子市市のの許許可可証証ををおお持持ちちのの場場合合はは

「「110099」」かからら始始ままるる番番号号  

 

許許可可証証のの記記載載どどおおりりにに入入力力ししててくくだだささいい。。  

（（例例））一一丁丁目目 22 番番 33 号号  
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様式第１号  

■ 申申請請者者ののホホーームムペペーージジアアドドレレスス  hhttttpp::////wwwwww..○○○○○○○○..jjpp                                                                            

 

■ 今今回回のの申申請請にに関関すするる内内容容のの問問合合せせ先先（（行行政政書書士士等等、、代代理理人人ががいいるる場場合合ははそそのの情情報報をを記記入入））  

 

■ 申申請請すするる会会社社のの担担当当者者連連絡絡先先  （（上上記記にに記記入入ししたた担担当当者者とと異異ななるる場場合合ののみみ記記入入））  

申請 

担当者 

氏名 産廃 太郎 フリガナ サンパイ タロウ 

部署 

役職名 
総務部 部長 電話番号 03-0000-0003 

メールアドレス ｓanpai-t@kankyo.jp 

 

■ 第第三三者者評評価価機機関関のの認認定定番番号号（（更更新新申申請請さされれるる方方はは記記入入）） 

 

■ 収収集集運運搬搬業業（（積積替替ええ保保管管含含むむ））及及びび中中間間処処理理業業のの施施設設にに関関すするる情情報報（（都都内内全全てて））   

収集運搬業（積替え保管

を含む）の方は、都内の

「積み替え保管施設」の住

所（許可証の記載どおり）

と施設名を入力してくださ

い。 

 

中間処理業の方は、都内

の「事業の用に供する施

設」の住所（許可証の記載

どおり） と施設名を入力し

てください。 

 

●収集運搬業 

○中間処理業 

住 所：東京都墨田区江東橋○丁目○番○号 

施設名：積替え保管施設 1（墨田ベース） 

●収集運搬業 

○中間処理業 

住 所：東京都江東区新砂○丁目○番○号 

施設名：積替え保管施設 2（新砂ベース） 

○収集運搬業 

●中間処理業 

住 所：東京都新宿区西新宿○丁目○番○号 

施設名：処理施設 1（新宿工場） 

○収集運搬業 

●中間処理業 

住 所：東京都立川市錦町○丁目○番○号 

施設名：処理施設 2（多摩リサイクルセンター） 

○収集運搬業 

○中間処理業 

住 所：  

施設名： 

○収集運搬業 

○中間処理業 

住 所 

施設名： 

 

主担当者 

氏名 産廃 三郎 フリガナ サンパイ サブロウ 

会社名 産廃行政書士事務所 
部署 

役職名 
法人部 チーフ 

メールアドレス ｓanpai-s@kankyo.jp 

電話番号 03-0000-0001 

副担当者 

氏名 産廃 次郎 フリガナ サンパイ ジロウ 

部署 

役職名 
総務部 課長 電話番号 03-0000-0002 

備考  

区分 
収集運搬業 

中間処理業 
（積替え保管を除く） （積替え保管を含む） 

産廃エキスパート    

産廃プロフェッショナル    

許許可可証証のの記記載載どどおおりりにに入入力力ししててくくだだささいい。。  

（（例例））一一丁丁目目 22 番番 33 号号  

―  22  ―　



様式第１号  

 

■ 収収集集運運搬搬業業でで届届出出ししてていいるる駐駐車車場場のの情情報報（（届届出出ししてていいるる都都内内全全ててのの駐駐車車場場をを入入力力）） 

駐車場 
所在地 
（都内） 

東京都墨田区江東橋○丁目○番○号 

使用 
権原 

所有 

東京都江東区新砂○丁目○番○号 賃貸 

  

  
 
 

■ 申申請請者者ののママニニフフェェスストト状状況況及及びび現現地地審審査査情情報報等等  

電子マニフェスト加入の 

有無 

収集運搬業：有 

中間処理業：有 

取り扱うマニフェストのうち 

電子マニフェストが占める割合 
約    9    割 

紙マニフェ

スト保管状

況  

整理方法 月または日ごとに整理している 

月の枚数 月に約 1,200 枚以上 

①① 現現地地審審査査場場所所  

マニフェスト、処理帳簿、

委託契約書の現地審査用

書類が確認できる施設 

名称・住所・最寄駅から施

設までの経路 

②② 施施設設確確認認のの順順路路  

複数の施設を保有する場

合は、確確認認すするる順順にに施施設設

名名をを記記入入 

 

 

①① 現現地地審審査査場場所所  

・・名名称称  

・・住住所所  

・・最最寄寄駅駅  

・・経経路路  

  

②② 施施設設確確認認のの順順路路 

経営者インタビューの 

回答者  

役職名 氏名 

代表取締役 環境 正太郎 

＜備考＞ 

※記入しきれなかった事項

など、自由にご記入下さ

い。 

 

 

 

 

原原則則、、先先ずず始始めめにに評評価価員員がが  

①① のの場場所所ににおお伺伺いいししまますす。。  
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様式第１号  

 

優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定のの取取得得状状況況一一覧覧のの申申告告  

 

   環環境境省省がが所所管管すするる「「優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定（（以以下下「「国国優優良良」」とといいうう。。））」」をを取取得得ししてていいるる場場合合、、提提出出書書類類

をを一一部部省省略略すするるたためめ、、取取得得のの有有無無をを以以下下ののととおおりり申申告告ししまますす。。  

  ※国優良の有無については P.5 を参照してください。 

  

１１..  令令和和 66 年年  （（22002244 年年））  44 月月 11 日日以以降降のの国国優優良良のの取取得得のの有有無無        

     ☑☑  有有りり （「有り」の場合は、2．3.を記入）  □□  無無しし  （「無し」の場合は、2．3.の記入は不要）                         

※「有り」の方には別途（公財）東京都環境公社より「省略に係る詳細について」Web エントリ

ー後に連絡します。申請の手引き巻末の「国の優良認定事業者における書面の省略について【通

知・誓約書】」を参照してください。 

 

２２..  東東京京都都ままたたはは八八王王子子市市のの業業のの区区分分にに基基づづくく国国優優良良  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３..  他他のの道道府府県県市市ででのの国国優優良良  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業の区分 国優良を取得した年月日 

収集運搬業（積替え保管除く） 2024 年  8 月 22 日  

収集運搬業（積替え保管含む） 年   月   日  

中間処理業 2024 年  8 月 22 日  

特別管理産業廃棄物（収集運搬業） 年   月   日  

特別管理産業廃棄物（中間処理業） 年   月   日  

業の区分 道府県市名 国優良を取得した年月日 

収集運搬業（積替え保管除く） 埼玉県 2024 年 10 月 16 日  

収集運搬業（積替え保管含む）     年   月   日  

中間処理業 埼玉県 2024 年 10 月 16 日  

特別管理産業廃棄物（収集運搬業）     年   月   日  

特別管理産業廃棄物（中間処理業）     年   月   日  

対象となる評価項目等 省略できる事項 

遵法性 納税等 

・各種納税証明書（直前３年分） 

・社会保険料の納入証明書（直前２４か月分） 

・労働保険料の納入証明書（直前３年分） 

安定性 

インターネット情報公開 

①会社概要 

②施設及び処理状況 

③財務諸表 

④料金表等 

・更新履歴情報の記載 

・最新の公表画面の写し 

＜＜省省略略のの対対象象ととななるる項項目目及及びび省省略略ででききるる事事項項（（概概要要））＞＞ 

申申請請フフォォーームムかからら自自動動でで転転記記さされれまますす。。  

※国優良を取得した許可証の写しを添付してください。 なお、申請書類チェック表の様式第１号に添付

する許可証の写しと重複する場合は、必要ありません。 

※他の道府県市で国優良を取得した許可証の写しを添付してください。 
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様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

同同    意意    書書  

 

 

 

 

東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関  

公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 

 

 

 

東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合

認定制度の審査に必要な情報について、東京都と八王子市が保管する以下の申請者の業

の許可に関連する資料を、公益財団法人 東京都環境公社が閲覧することに同意します。 

 

   

 

   ****年 **月 **日 

 

 

                         申 請 者    住 所 東京都墨田区江東橋○丁目○番○号  

                                  東京トラフィック錦糸町ビル８F 

  

                             氏 名 株式会社環境○○○          

                                  代表取締役 環境 正太郎        

                             （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

申申請請フフォォーームムかからら日日付付・・住住所所・・氏氏名名がが  

自自動動でで転転記記さされれまますす。。  
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様式第３号 

  

環環境境保保全全関関係係法法令令のの規規程程にによよるる不不利利益益処処分分にに該該当当ししなないい旨旨のの誓誓約約書書  

 

 

東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関  

公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令第４条の６に規定する法令(*1)の規定による不利益処分(*2)を受け、その不利益

処分のあった日から５年を経過しない者(*3)に該当しないことを誓約します。 

 

 ****年 **月 **日 

 

 

 

                         申 請 者    住 所 東京都墨田区江東橋○丁目○番○号  

                                  東京○○ビル８F 

  

                             氏 名 株式会社環境○○○ 

代表取締役 環境 正太郎          

                             （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

不利益処分とは 

**１１  

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の６に規定する法令」とは、大気汚染防止法、騒音規制

法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃

棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法をいう。 

**２２  

  行政手続法第２条第４号に規定する不利益処分（法の規定による改善命令、措置命令、事業停止命令等

がこれに該当し、行政指導はこれに該当しない。）をいう。 

**３３  

  不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第１５条の規定

による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であっ

た者で当該不利益処分の日から５年を経過しない者を含む。 

申申請請フフォォーームムかからら日日付付・・住住所所・・氏氏名名がが  

自自動動でで転転記記さされれまますす。。  
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様式第４号 
 

納納税税等等のの状状況況にに関関すするる誓誓約約書書  

  

東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関   

公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 

 

 産業廃棄物処理業等に係る「納税等」の該当の有無について、下表のとおり該該当当□□ににレレ点点をを記記

入入しし誓約します。 

なお、「有」に該当するものは、納税等の未納のないことの各証明書を添えて提出します。 

 

****年 **月 **日 

                                 住所 東京都墨田区江東橋○丁目○番○号  

                        東京○○ビル８F 

                     

                       氏名 株式会社環境○○○  

                              代表取締役 環境正太郎    

                               （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

１． 国税・都税 

該 当 
納税証明書（直前 3 年分） 

課税されていない期間がある場合は、その期間を

記入すること 有 無 

☑ □ 法人税、消費税、地方消費税  

☑ □ 法人都民税  

☑ □ 法人事業税  

☑ □ 不動産取得税  

２． 市町村税（23 区内においては都税として課税） 

該 当 
納税証明書（直前 3 年分） 

課税されていない期間がある場合は、その期間を

記入すること 有 無 

□ ☑ 法人市民税、法人町民税、法人村民税  

☑ □ 固定資産税（土地家屋用）及び都市計画税  

☑ □ 固定資産税（償却資産用）  

☑ □ 事業所税  

３． 社会保険料等・労働保険料 

該 当 社会保険料納入証明書等（24 か月分） 

労働保険料納入証明書（直前 3 年分） 

産業廃棄物処理業等に係る都内において、納付し

ていない期間がある場合は、その期間を記入するこ

と 有 無 

☑ □ 社会保険料 （健康保険及び厚生年金）等  

☑ □ 労働保険料 （労災保険及び雇用保険）  

 

申申請請フフォォーームムかからら日日付付・・住住所所・・氏氏名名がが  

自自動動でで転転記記さされれまますす。。  
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証証明明書書  対対象象事事業業所所  取取得得場場所所  

■■法法人人税税とと消消費費税税・・地地方方消消費費税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

 「その３の３ 未納の税額がないことの証明」を添付。 

法人税及び消費税

法・地方税法に係る

全ての事業所 

各税務署（国税庁） 

■■法法人人都都民民税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

 直直前前３３年年分分の納税証明書を添付。 

都内に事務所や事業

所がある場合のみ 
各都税事務所 

■■法法人人事事業業税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

直直前前３３年年分分の納税証明書を添付。 

都内に事務所や事業

所を設けて事業を行

っている場合のみ 

各都税事務所 

■■不不動動産産取取得得税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

直直前前３３年年分分の納税証明書を添付。 
都内の事業所のみ 各都税事務所 

■■法法人人市市民民税税、、法法人人町町民民税税、、法法人人村村民民税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

 「未納がないことを証明するもの」又は「課税額及び納税済額

を証明するもの（直直前前３３年年分分）」を添付。 

多摩地区及び島嶼部

に事務所や事業所が

ある場合のみ 

各市役所・町村役場 

■■固固定定資資産産税税（（土土地地家家屋屋用用））及及びび都都市市計計画画税税のの納納税税証証明明書書  

  （（原原本本））  

 「未納がないことを証明するもの」又は「課税額及び納税済額

を証明するもの（直直前前３３年年分分）」を添付。 

都内の事業所のみ 
・23 区内は各都税事務所

（区ごとの納税額が分か

るもの） 

 

・多摩地区及び島嶼部は 

各市役所及び町村役場 

■■固固定定資資産産税税（（償償却却資資産産用用））のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

「未納がないことを証明するもの」又は「課税額及び納税済額

を証明するもの（直直前前３３年年分分）」を添付。 

※※ 固固定定資資産産税税のの確確認認ののたためめ、、都都内内ででのの駐駐車車場場のの使使用用権権原原ににつついいてて、、賃賃貸貸借借契契約約書書 

（（写写しし））ままたたはは登登記記事事項項証証明明書書（（原原本本））のの提提出出をを求求めめるる場場合合ががあありりまますす。。（（収収集集運運

搬搬業業ののみみ））  

参参考考「「様様式式第第 44号号」」関関係係    納納税税等等にに係係るる証証明明書書類類ににつついいてて      
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○納税証明書、納入証明書は原本で、申請日から遡って３３ヶヶ月月以以内内に発行されたものに限ります。 

 

 

証証明明書書  対対象象事事業業所所  取取得得場場所所  

■■事事業業所所税税のの納納税税証証明明書書（（原原本本））  

「未納がないことを証明するもの」又は「課税額及び納税済額

を証明するもの（直直前前３３年年分分）」を添付。 

 

 事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して

課税される税金であるため、下記(1)または(2)に該当する場合は

証明書を添付する。 

 

（1）23 区、武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市で、使用す

る事業所等の床面積の合計が 1,000 平方メートル（免税点）

を超える規模で事業を行う法人又は個人 

（2）23 区、武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市内の事業所

等の従業者数の合計が 100 人（免税点）を超える規模で事

業を行う法人又は個人 

23 区内、武蔵野市、

三鷹市、八王子市 

及び町田市に事業

所がある場合のみ  

・23 区内は各都税事務所 

 

・武蔵野市、三鷹市、 

八王子市及び町田市は各

市役所  

■■社社会会保保険険料料（（必必須須項項目目：：健健康康保保険険料料、、厚厚生生年年金金保保険険料料、、子子どどもも・・

子子育育てて拠拠出出金金））のの納納入入証証明明書書（（原原本本））  

 年金事務所が発行する「社会保険料納入証明書」直前 24 か月

分を添付。 

 （都内の事業所に係る社会保険料を都外の年金事務所に納付し

ている場合は、納付先の年金事務所の証明書が必要。） 

都内の事業所のみ 

都内の産業廃棄物処理業

の事業所に係る社会保険

料を納付している年金事

務所 

■■労労働働保保険険料料のの納納入入証証明明書書（（原原本本））  

地方労働局が発行する「労働保険料の未納が無いことを証明す

る書類」（例：労働保険料等納入証明書）（直前 3 年分）を添

付。 

（都内の事業所に係る労働保険料を都外の地方労働局に納付して

いる場合は、納付先の地方労働局の証明書が必要。） 

都内の事業所のみ 

都内の産業廃棄物処理業

の事業所に係る労働保険

料を納付している地方労

働局 
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様式第５号                                                        

                            申申請請者者名名  株株式式会会社社環環境境○○○○               

イインンタターーネネッットトにによよるる情情報報公公開開にに関関すするる確確認認書書  

  
東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関  

公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 

 

産業廃棄物処理業等に係るインターネットによる情報公開に関する状況については、以下項目の１.～４．のとおり

であり、該当する書面を添えて提出します。 

 

 ＊＊＊＊年 ＊＊月 ＊＊日 

                                              住所  

                         

         

                                             氏名   

                                             

（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

１．自社の Web サイトの URL               URL:                               

 

２. 公開情報を閲覧できる場所は、どちらでしょうか？   

 

☑（ア） “さんぱいくん”で情報公開（自社 Web サイトからリンク）しています。 

 

☐（イ） 自社 Web サイトで情報公開しています。 
  

３.＜更新履歴情報＞の（１）～（４）を確認できる書面は、いずれでしょうか？           

   

☐（ア） 様式第１号の最後のページ「国優良の取得状況一覧の申告」の「有り」に該当するため、 

別途、公社からの指定する書面を提出します。    

 

☐（イ） 様式第１号の最後のページ「国優良の取得状況一覧の申告」の「無し」に該当するが、 

産廃情報ネット発行の直近３年分の履歴証明書又は適合証明書※を提出し、（１）～（４）は提出しません。  

 

☑（ウ） （ア）と（イ）に該当しないため、＜更新履歴情報＞の（１）～（４）の各項目について、 

公開の有無、更新年月日及び更新した事項を記入のうえ、提出します。     

４． ＜更新履歴情報＞の（５）～（６）についてあてはまるものにチェックをして下さい。        （複数チェック可） 

 

☑（ア） （5）収集運搬業（積替え保管を含む）対象 （任意の項目）に、必要事項を記入のうえ、提出します。 

     ※評価基準表番号３４「先進的な取組」（自動車環境対策）に該当します。 

 

☑（イ） （6）中間処理業対象 （任意の項目）に、必要事項を記入のうえ、提出します。 

※評価基準表番号「安定性」15（施設の維持管理記録）、16（環境保全管理資格者数）、 

「先進的な取組」41（重機等の環境対策）に該当します。 

 

□（ウ） (5)、（6）に該当しません。 

※履歴証明書及び適合証明書とは、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団が提供する有料のサービスの利用

者が取得できるものです。詳細は、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団にお問合せ下さい。 

〒130-0022 

東京都墨田区江東橋○丁目○番○号 

東京〇〇ビル 8Ｆ 

株式会社環境〇〇〇 

代表取締役 環境 正太郎 
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様式第５号                                                        

                            申申請請者者名名  株株式式会会社社環環境境○○○○               

＜更新履歴情報＞ 

 ◎ 各項目ごとに、公開の有無、更新年月日及び更新した事項を記入して下さい。 

 

  

（（１１））収収集集運運搬搬業業及及びび中中間間処処理理業業のの共共通通項項目目  

項目 公開事項 
公開の 

有無 

更新すべき

頻度 

更新年月日 

（最新を上段に記入） 
更新した事項 

① 会社概要（1/2） 

〇〇
**
事事 項項 ：： 個個 人人 のの 場場 合合

はは、、省省略略可可能能でですす。。  

    

 
 

〇名称（個人にあっては氏名） 

 

☑有り 

 

□無し 
 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 社社名名変変更更  

〇事務所又は事業場の所在地 

 

☑有り 

 

□無し 
 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 所所在在地地変変更更  

〇
**
 代表者、役員及び令第６条の

10 に規定する使用人の氏名及び
就任年月日 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 
以上 

令和 8 年 4 月 1 日 変変更更無無しし  

令和 7 年 4 月 1 日 役役員員 11 名名変変更更  

令和 6 年 4 月 1 日 代代表表者者変変更更 

〇
**
 設立年月日 

 

☑有り 

 

□無し 
 

― 平成 28 年 4 月 1 日 
イインンタターーネネッットト
公公開開開開始始  

〇
**
 資本金又は出資金 

（変更に係る履歴を含む） 

 

☑有り 

 

□無し 
 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 資資本本金金変変更更  

〇事業の内容 
※都及び八王子市以外の道府県
市において産業廃棄物処理業及
び特別管理産業廃棄物処理業の
許可を有する場合は、これらの許
可に係るものを含む。（変更に係る
履歴を含む） 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 
焼焼却却施施設設をを１１
基基増増設設 

〇社内組織図・人員配置 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度
(人員配置は
１年に１回 
以上) 

令和 8 年 4 月 1 日 営営業業部部増増設設  

令和 7 年 4 月 1 日 人人員員 22 名名増増 

令和 6 年 4 月 1 日 組組織織図図変変更更 
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様式第５号                                                        

                            申申請請者者名名  株株式式会会社社環環境境○○○○               

 

（（２２））収収集集運運搬搬業業及及びび中中間間処処理理業業のの共共通通項項目目  

項目 公開事項 
公開の 

有無 

更新すべき
頻度 

更新年月日 

（最新を上段に記入） 
更新した事項 

① 会社概要（2/2） 
 

〇事業計画の概要 
※都及び八王子市以外の道府
県市において、産業廃棄物処理
業及び特別管理産業廃棄物処
理業の許可を有する場合は、こ
れらの許可に係る事業に関する
ものを含む。 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 
事事業業拡拡大大にによよ
るる追追加加 

〇産業廃棄物処理業・特別管理
産業廃棄物処理業の許可証の
写し 
※都及び八王子市以外の道府
県市の許可に係る許可証を含
む。 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 令和 7 年 4 月 1 日 

 
許許可可更更新新ののたた
めめ画画像像差差しし替替
ええ  
 

〇事業場の公開の有無・頻度 

 

☑有り 

 

□無し 
 

変更の都度 令和 8 年 4 月 1 日 
事事業業公公開開をを開開
始始  

財務諸表 

○直前３年間分の財務諸表（貸
借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記
表） 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 
以上 

令和 8 年 4 月 1 日 直直近近のの決決算算 

令和 7 年 4 月 1 日 直直近近のの決決算算 

令和 6 年 4 月 1 日 直直近近のの決決算算 

料金表等 
○料金表、料金算定式、個別見
積もり等、処理料金の提示方法 

 

☑有り 

 

□無し 
 

変更の都度 令和 8 年 4 月 1 日 料料金金改改定定  

（（３３））収収集集運運搬搬業業対対象象  

項目  公開事項  
公開の 

有無 

更新すべき
頻度  

更新年月日 

（最新を上段に記入）  
更新した事項  

②施設及び処理状況 

収収集集運運搬搬業業  

共共通通  
 

※評価基準表番号 
積替え保管を除く 【8】 

積替え保管を含む 【10】 

  

  

○事業の用に供する施設の概要 
 （収集運搬車両の種類、数の内
訳、運搬車に係る低公害車の導
入の状況等） 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 
以上 

令和 8 年 4 月 1 日 車車両両更更新新 

令和 7 年 4 月 1 日 車車両両更更新新 

令和 6 年 4 月 1 日 車車両両更更新新 

○直前 3 年間の処理の実績 
（各月の産業廃棄物の種類ごと
の受入量、種類ごと及び運搬方
法ごとの運搬量） 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 
以上 

令和 8 年 4 月 1 日 令令和和 77 年年度度分分 

令和 7 年 4 月 1 日 令令和和 66 年年度度分分 

令和 6 年 4 月 1 日 令令和和 55 年年度度分分 

②施設及び処理状況 

収収集集運運搬搬業業  

積積替替ええ保保管管をを含含むむ  

  
積替え保管を含む 【10】 

 

〇積替え保管場所ごとの所在
地、面積、保管上限等 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 令和 4 年 4 月 1 日 
所所在在地地変変更更にに伴伴
いい保保管管上上限限変変更更 
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様式第５号                                                        

                            申申請請者者名名  株株式式会会社社環環境境○○○○               

（（４４））中中間間処処理理業業対対象象  

項目  公開事項  
公開の 

有無  

更新すべき

頻度  

更新年月日 

（最新を上段に記入）  
更新した事項  

施設の維持管理記録 

 

＜評価基準表番号【10】＞ 

○直近３年分の施設の維持
管理の記録（環境測定結果
等） 

※第 15 条の施設の内、焼却

施設、廃水銀等の処理施設、

廃石綿等溶融施設、ＰＣＢ処

理施設が対象 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 

以上 

令和 8年 5月 1日 令令和和 77 年年度度分分  

令和 7年 5月 1日 令令和和 66 年年度度分分 

令和 6年 5月 1日 令令和和 55 年年度度分分  

② 施設及び処理状況 

 

＜評価基準表番号【12】＞ 

〇事業の用に供する施設の
概要 

（設置場所、設置年月日、処

理施設の種類、施設で処理

する産業廃棄物の種類、処

理能力、処理方式、構造及び

設備等） 

☑有り 

 

□無し 
変更の都度 令和 4年 4月 1日 施施設設をを 11 基基増増設設 

〇処理工程図（フロー図） 

 

☑有り 

 

□無し 

 

１年に１回 

以上 
令和 8年 4月 1日 内内容容更更新新 

〇最終処分までの処理の工
程 

（直前１年間の種類ごとの受

入量、処分方法ごとの処分

量、保管量、処分後の持出先

ごとの持出量等） 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 

以上 

令和 8年 5月 1日 令令和和 77 年年度度分分  

令和 7年 5月 1日 令令和和 66 年年度度分分  

令和 6年 5月 1日 令令和和 55 年年度度分分  

〇直前 3 年間の処理の実績 

（各月の産業廃棄物の種類ご

との受入量、種類ごと及び処

分方法ごとの処分量、持出先

ごと及び処分方法ごとの処分

量） 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 

以上 

令和 8年 5月 1日 令令和和 77 年年度度実実績績 

令和 7年 5月 1日 令令和和 66 年年度度実実績績 

令和 6年 6月 1日 令令和和 55 年年度度実実績績 

〇直前 3 年間の熱回収の状
況 
（各月の焼却施設ごとの熱量
及び熱回収がされた産業廃
棄物の量） 

※焼却施設に限る 

☑有り 

 

□無し 

１年に１回 

以上 

令和 8年 6月 1日 令令和和 77 年年度度分分  

令和 7年 6月 1日 令令和和 66 年年度度分分  

令和 6年 6月 1日 令令和和 55 年年度度分分  

〇処分後の産業廃棄物の持

出先の開示の可否 

 

☑有り 

 

□無し 

 

変更の都度 令和 4年 4月 1日 開開示示をを開開始始 
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様式第５号                                                        

                            申申請請者者名名  株株式式会会社社環環境境○○○○               

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                       

（（55））収収集集運運搬搬業業（（積積替替ええ保保管管をを含含むむ））対対象象  （（任任意意のの項項目目）） 

項目 公開事項 
公開の 

有無 

更新すべき

頻度 

更新年月日 

（最新を上段に記入） 
更新した事項 

自動車環境対策 

 
＜評価基準表番号【34】＞ 

※ｐ.75 参照 

〇施設で使用する低公害型重機

（特殊自動車）の導入に関する情

報 

 

☑有り 

 

□無し 

 

変更の都度 令和 8 年 4 月 1 日 
低低公公害害型型重重

機機追追加加  

（（66））中中間間処処理理業業対対象象  （（任任意意のの項項目目）） 

項目 公開事項 
公開の 

有無 

更新すべき

頻度 

更新年月日 

（最新を上段に記入） 
更新した事項 

施設の維持管理記録 

 
＜評価基準表番号【15】＞ 

○直近３年分の施設の維持管理
の記録（点検、環境測定結果等） 
※（焼却施設、廃水銀等の処理
施設、廃石綿等溶融施設、ＰＣＢ
処理施設を除除くく。。）＜15 条第 1 項
による許可施設が対象＞ 

☑有り 

 

□無し 

 １年に１回 
以上  

令和 8 年 5 月 1 日 令令和和 77 年年度度分分   

令和 7 年 5 月 1 日 令令和和 66 年年度度分分  

令和 6 年 5 月 1 日 令令和和 55 年年度度分分  

環境保全管理資格者数 

 
＜評価基準表番号【16】＞ 

○環境保全技術に関する資格
（公害防止管理者、技術士、環
境計量士、技術管理者（士））の
取得状況（取得者数） 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 令和 8 年 4 月 1 日 
〇〇〇〇資資格格取取
得得 11 名名追追加加 

重機等の環境対策 

 
＜評価基準表番号【41】＞ 

※ｐ.75 参照 

〇施設で使用する低公害型重機
（特殊自動車）の導入に関する情
報 

☑有り 

 

□無し 

変更の都度 平平成成 2266 年年 44 月月 11 日日  開開示示をを開開始始  
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 様式第６号

**　年　**　月　**　日

申請者氏名

※　　　　　　　　部分のセルは自動的に入力されます。    　　　　       

　　　　　　　　　　のセルのみご記入ください。

（1）自己資本比率（貸借対照表より転記）

 （評価基準 ①：直前3年の各事業年度の自己資本比率が0以上）

 （評価基準 ②：直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10％以上）

事業年度 第（    18      )期 第（    19      )期
第（    20      )期
<<直近の期>>

2023年4月1日 2024年4月1日 2025年4月1日

� � �

2024年3月31日 2025年3月31日 2026年3月31日

純資産額合計の額 ⓐ 654,453,300 672,955,500 687,038,200

負債合計の額 ⓑ 1,273,455,200 154,128,955 169,549,300

負債・純資産の合計金額 Ⓒ 1,927,908,500 827,084,455 856,587,500

自己資本比率（％）   （ⓐ÷Ⓒ×100) 33.946% 81.365% 80.206%

事業年度 第（　　　）期 第（　　　）期
第（    20      )期
<<直近の期>>

2025年4月1日

�

2026年3月31日

営業利益金額 ⓓ 17,478,555

減価償却費 ⓔ 14,806,260

営業利益金額＋減価償却費　（ⓓ＋ⓔ） 32,284,815

 　「減価償却費」欄には「0円」と記載するか、減価償却費の金額が確認できる内訳書を提出してください。

経営状況確認書（表）

東京都知事指定第三者評価機関
公益財団法人東京都環境公社　理事長　殿

　表記の件について、以下の(1)～(5)の記入内容に必要な過去３年分の財務諸表等
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の関係書類
を添えて提出します。

   株式会社環境○○○
   代表取締役　環境　正太郎

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

対象期間

（2）営業利益金額等 （損益計算書より転記）　（評価基準 ：前事業年度の営業利益金額等が0を超えること）

対象期間

※「減価償却費」の額が販売費及び一般管理費の一項目として分割して記載されていない場合には、

グレー

【令和8年申請用】

黄色
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 様式第６号

（3）経常利益金額等（損益計算書より転記）

事業年度 第（    18      )期 第（    19      )期
第（    20      )期
<<直近の期>>

2023年4月1日 2024年4月1日 2025年4月1日
 

� � �

2024年3月31日 2025年3月31日 2026年3月31日

 経常利益金額 ⓕ 15,641,205 23,498,030 18,911,204

 減価償却費 ⓔ 20,111,650 148,006,656 14,806,260

 経常利益金額+ 減価償却費（ ⓕ + ⓔ ） 35,752,855 171,504,686 33,717,464

 3年分の平均額

事業年度 第（　　　）期 第（　　　）期
第（    20      )期
<<直近の期>>

2025年4月1日

�

2026年3月31日

経常利益金額 ⓕ　 18,911,204

負債・純資産の合計金額 Ⓒ 856,587,500

総資本経常利益率（％）　(  ⓕ ÷ Ⓒ×100) 2%

事業年度 第（　　　）期 第（　　　）期
第（    20      )期
<<直近の期>>

2025年4月1日

�

2026年3月31日

流動資産合計 ⓖ 632,019,121

流動負債合計 ⓗ 90,404,000

流動比率（％）　（ ⓖ÷ ⓗ×100 ） 699%

対象期間

経営状況確認書（裏）

 （評価基準 ：直前3年の各事業年度における経常利益額と減価償却費との合計金額の平均値が0を超えること）

対象期間

80,325,001.666

（4）総資本経常利益率 （評価基準 ： 2％以上）

対象期間

（5）流動比率 （貸借対照表より転記）　（評価基準 ：150％以上）

【令和8年申請用】
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様式第７号 

  

労労働働安安全全衛衛生生関関係係法法令令のの規規定定にによよるる労労働働災災害害  

のの発発生生状状況況にに関関すするる自自己己申申告告書書  

  

  

 東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関   

 公益財団法人東京都環境公社 理事長 殿 

 

 

  都又は八王子市もしくは両方の許可を取得している業の範囲における労働安全衛生規

則第97条第1項（*）に該当する労働災害について、以下のとおり直前2年間の発生の有無

を申告します。 

                                                        

業の許可の範囲内における労働安全衛生規則第 97 条第 1 項（*）に該当する 

労働災害発生の有無（2 年間） 

 

収集運搬業 ： □ 有り    ☑ 無し 

 

中間処理業 ： ☑ 有り    □ 無し 

 

※※事事故故「「有有りり」」のの場場合合はは労労働働基基準準監監督督署署にに提提出出ししたた労労働働者者死死傷傷病病報報告告書書をを添添付付ししててくくだだささいい。。  

ななおお、、個個人人情情報報にに関関すするる部部分分はは黒黒でで塗塗りりつつぶぶししててくくだだささいい。。  

 

  ****年 **月 **日 

 

                        申 請 者  住 所 東京都墨田区江東橋○丁目○番○号  

                                  東京○○ビル８F 

  

                             氏 名 株式会社環境○○○                   

代表取締役 環境 正太郎 

                             （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

（*）労働安全衛生規則第97条（労働者死傷病報告） 

１１    事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内にお

ける負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号に

よる報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。  

申申請請フフォォーームムかからら日日付付・・住住所所・・氏氏名名がが  

自自動動でで転転記記さされれまますす。。  
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参考資料 1  

 「低公害・低燃費車両、重機」の項目に関する記載 

 

参考資料 2 

 インターネット情報公開における事業計画の概要 

  ⑴ 収集運搬業（積替え保管を除く） 

  ⑵ 収集運搬業（積替え保管を含む） 

  ⑶ 中間処理業 

 

参考資料 3 

 施設維持管理記録 

 

その他 

 国の優良認定業者における書面の省略について 

【通知・誓約書】 

2200  巻巻末末「「参参考考資資料料」」（（記記載載例例））  16 
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  「「低低公公害害・・低低燃燃費費車車両両、、重重機機」」のの項項目目にに関関すするる記記載載  

⑴  産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況（令和8年4月1日現在）                              

運搬車の排ガスレベル 
台数（割合） 

令和8年4月1日時点 

【参考】台数（割合） 

令和7年4月1日時点 

全保有台数 68（100.0％） 50（100.0％） 

 

① 平成12年基準低排出ガス車 良☆ 2（   2.9％） 2（   4.0％） 

② 平成12年基準低排出ガス車 優☆☆ 4（   5.9％） 4（   8.0％） 

③ 平成12年基準低排出ガス車 超☆☆☆ 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

④ 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆ 12（ 17.6％） 12（ 24.0％） 

⑤ 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆☆ 6（   8.8％） 6（ 12.0％） 

⑥ 平成17年規制適合車 24（ 35.3％） 10（ 20.0％） 

⑦ 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆ 4（   5.9％） 0（   0.0％） 

⑧ 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆ 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

⑨ 平成17年基準低排出ガス重量車 ☆ 12（ 17.6％） 5（ 10.0％） 

⑩ 平成17年基準低排出ガス重量車 ★ 4（   5.9％） 1（  2.0％） 

【低排出ガス車の導入目標】令和10年3月末までに、平成17年基準低排出ガス重量車（上記⑨+⑩）の占める割合を全保有台数の30%以上とする。 

 

 

⑵  産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況（令和8年4月1日現在）                               

運搬車の燃費低減レベル 
台数（割合） 

令和8年4月1日時点 

【参考】台数（割合） 

令和7年4月1日時点 

全保有台数 68（100.0％） 50（100.0％） 

 

平成17年度燃費基準 

達成車 

① --- 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

② 10％低減レベル 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

平成22年度燃費基準 

達成車 

③ --- 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

④ 5％低減レベル 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

⑤ 10％低減レベル 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

⑥ 15％低減レベル 0（   0.0％） 0（   0.0％） 

⑦ 25％低減レベル 3（   4.4％） 1（   2.0％） 

平成27年度燃費基準 

達成車 
⑧ --- 4（   5.9％） 2（   4.0％） 

【低燃費車の導入目標】令和10年3月末までに、平成27年度燃費基準達成車（上記⑧）の占める割合を全保有台数の15%以上とする。 

 

⑶ 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む）又は処分業の用に供する低公害型重機の導入状況   

                                （令和8年4月1日現在） 

低公害型重機の導入状況 台数（割合％） 

全保有台数  10台（１００％） 

 

(ア) 排ガス対策型＊１    ０台（  ０％） 

(イ) 低騒音・低振動型＊2    １台（ １０％） 

(ウ) その他電気駆動型等（フォークリフト含む）    １台（  １０％） 

   ＊1 排出ガス対策型建設機械指定制度（国土交通省） 

    ＊2 低騒音型・低振動型建設機械指定（国土交通省） 

 参考資料１ 

貴貴社社のの目目標標値値をを記記入入ししててくくだだささいい。。  
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⑷  運搬車の排ガスレベルの見方  

  

自動車検査証の「型式」欄に記載されている記号のうち、－（ハイフン）より前の記号（識別記号）を確認する。 

識別番号の桁数 排ガスレベル 

1 桁（例 U－●●・・・） 平成 4 年以前の規制適合車（低排出ガス車認定なし） 

2 桁（例 GA－●●・・・） 平成 5 年～平成 16 年の規制適合車 

（低排出ガス車認定なし） 

 

EA、EB、EC、ED、EE 電気自動車 

DC、DF、DJ、DM、DQ、DT、DW、PG、PH、PQ、PR、UA、UB、

UC、UD、UE、UF、UG、UH、UJ、UK、UL、UM、UN、UP、UQ、

UR、US、VG、VH、VQ、VR、WC、WF、WJ、WM、WQ、WT、

WW、ZA、ZB、ZC、ZD、ZE、ZF、ZG、ZH、ZJ、ZK、ZL、ZM 

平成 12 年基準適合／排出ガス 75%低減車☆☆☆ 

DB、DE、DH、DL、DP、DS、DV、LA、LB、LC、LD、LE、LF、

LG、LH、LJ、LK、LL、LM、LN、LP、LQ、LR、LS、PE、PF、

PN、PP、VE、VF、VN、VP、WB、WE、WH、WL、WP、WS、

WV、YA、YB、YC、YD、YE、YF、YG、YH、YJ、YK、YL、YM、 

平成 12 年基準適合／排出ガス 50%低減車☆☆ 

DA、DD、DG、DK、DN、DR、DU、PC、PD、PL、PM、TA、TB、

TC、TD、TE、TF、TG、TH、TJ、TK、TL、TM、TN、TP、TQ、

TR、TS、VC、VD、VL、VM、WA、WD、WG、WK、WN、WR、

WU、XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XJ、XK、XL、XM、 

平成 12 年基準適合／排出ガス 25%低減車☆ 

PB、PK、VB、VK 平成 12 年基準適合／排出ガス PM85%低減ディーゼル車 

☆☆☆☆ 

PA、PJ、VA、VJ 平成 12 年基準適合／排出ガス PM75%低減ディーゼル車 

☆☆☆ 

3 桁（例 B●●—●●・・・） （次の表で判別する） 

 Z●● 電気自動車又は燃料電池自動車 

7●● 平成 30 年規制適合車 （PHP 車）*１ 

6●● 平成 30 年規制適合車／排出ガス 75%低減車☆☆☆☆☆*2 

5●● 平成 30 年規制適合車／排出ガス 50%低減車☆☆☆☆ *２ 

4●● 平成 30 年規制適合車／排出ガス 25%低減車☆☆☆ *２ 

3●● 平成 30 年規制適合車 （PHP 車を除く）*2 

2●● 平成 28 年規制適合車 *３ 

Y●● 平成 26 年規制適合車 *４ 

X●● 平成 25 年規制適合車 *5 

W●● 平成 24 年規制適合車 *5 

U●● 平成 23 年規制適合車 *5 

T●● 平成 22 年規制適合／排出ガス 10%低減車☆ *6 

S●● 平成 22 年規制適合車 *6 

R●● 平成 21 年規制適合／排出ガス 75%低減車☆☆☆☆*7 

M●● 平成 21 年基準適合／排出ガス 50%低減車☆☆☆ *7 

Q●● 平成 21 年基準適合／排出ガス 10%低減車☆ *7 

L●● 平成 21 年規制適合車（PHP 車を除く）*7 

F●● 平成 21 年基準適合車（PHP 車）*1 
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識別番号の桁数 排ガスレベル 

 K●● 平成 20 年規制適合車 *8 

H●● 平成 19 年規制適合／排出ガス 75%低減車☆☆☆☆ *9 

G●● 平成 19 年規制適合／排出ガス 50%低減車☆☆☆ *9 

E●● 平成 19 年規制適合車 *10 

J●● 平成 18 年基準適合車 *11 

D●● 平成 17 年規制適合／排出ガス 75%低減車☆☆☆☆ *13 

C●● 平成 17 年規制適合／排出ガス 50%低減車☆☆☆ *13 

A●● 平成 17 年規制適合車 *14 

B●● 平成 17 年規制適合／NOx・PM10％低減重量車★*12 

N●● 平成 17 年規制適合／NOx10％低減重量車☆*12 

P●● 平成 17 年規制適合／PM10％低減重量車☆*12 

※表中の●は、任意のアルファベット 

＊１ PHP 車 

＊２ 乗用車、軽量車、中量車及び軽貨物車 

＊３ ディーゼル重量車及び二輪車 

＊４ ディーゼル特殊自動車 

＊５ 特殊自動車 

＊６ ディーゼル車（中量車の一部（1.7～2.5t）及び重量車の一部（3.5～12t）） 

＊７ NＯx 触媒付直噴ガソリン車及びディーゼル車（乗用車、軽量車、中量車の一部（2.5～3.5t）及び重量車の一部（12t～）） 

＊８ 特殊自動車 

＊９ 軽貨物車 

＊10 二輪車、特殊自動車及び軽貨物車 

＊11 二輪車及び特殊自動車 

＊12 重量車 

＊13 乗用車、軽量車、軽量車及び中量車 

＊14 乗用車、軽量車、中量車及び重量車 

※運搬車の排ガスレベルの見方は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(改訂令和2年10月)環境省より引用 
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概
要
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■事業全体の概要

　　コンテナ（４．０㎥）、コンテナ（８．０㎥）、コン
　　テナ（１５．６㎥）、フレコンバック（１．２㎥）等

　　汚泥　　　　　　　  30t/年
　　廃アルカリ　         100t/年

　　廃油　　　　　　　100t/年
２ 予定計画運搬量

１ 一般廃棄物収集・運搬
２ 産業廃棄物収集・運搬

４ ビルの総合管理

院等から排出される特別管理産業廃棄物の収集運搬を行って

環境との調和を目指します。

おります。
　地域環境、社会情勢の変化に応え、地球環境にやさしい
企業として、限りある資源の有効活用に努めながら、自然

■収集運搬事業

　　（廃石綿等、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェ

３ 特別管理産業廃棄物収集・運搬

　　金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、がれき類

　　廃プラスチック　　200t/年
　　汚泥　　　　　　　  55t/年

　　金属くず　　　　　250t/年
　　ガラスくず　　　　    5t/年
 ・ 特別管理産業廃棄物

　　紙くず　　　　　     50t/年

　　廃油　　　　　　　  80t/年

　　廃酸                  　100t/年

３ 取り扱う容器の種類

　　感染性廃棄物　　  　50t/年
　　廃石綿　　　　　　　 3t/年

５ 古紙、ガラス屑、金属屑の回収販売

　事業者が排出する一般廃棄物及び産業廃棄物、また、病
■事業の全体計画

　　廃棄物）
　　ニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物、金属等を含む

１ 取り扱う廃棄物の種類
　　燃えがら、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック

　　廃油、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物
　　特別管理産業廃棄物

 優良性基準適合認定制度における事業計画の概要に必要な記載事項例ですが、自社の事業

       に属する項目を記載してください。

⑴⑴  収収集集運運搬搬業業（（積積替替ええ保保管管をを除除くく））

イインンタターーネネッットト情情報報公公開開ににおおけけるる事事業業計計画画のの概概要要

　　紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず

実施している事業を

記載してください。

事業の全体的な計画

を記載してください。

収集運搬業で取り扱

うごみ種を記載して

ください。

取り扱うごみ種の運

搬量を記載してくだ

取り扱う容器の種類

を記載してください。

参考資料2
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　・ 飛散・流出対策

　　 取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて適切
　　 な容器を使用して、悪臭の漏洩を防止する。

　　デジタルタコグラフによる運転技術管理
　　安全運転教育等の定期的な開催による事故防止の徹底

４ 車両の用途
　　取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて、適

　　休 業 日 　日曜日、祝祭日
　　業務時間　原則　8:00～17:00（夜間排出対応可）
５ 事業体制

　　切な車両をし、収集運搬車両排ガス対策として、ハイ

７ 環境保全措置

６ 安全管理
　　乗務前にアルコール検出器によるチェック

　　ブリッド車両を導入。

　・ 悪臭対策

　   収集運搬業

　　 運搬中の荷崩れによる廃棄物の飛散、流出、漏れを防

8 認証・資格等

　　 止するため、シート及びロープ掛けを確実に行う。

　・ その他

　　 毎日の洗車を徹底し、タイヤや荷台を清潔に保つ。

　　弊社は、○○地域の清掃活動を通して、地域の美化
　　運動に協力しています。

　・ 緊急事態への対応

　　 地震、火災、台風等を想定し、火災対応訓練や地震対
　　 応訓練等を定期的に行っている。また、地震や台風等
　　 による廃棄物の漏洩や浸水被害を防止するための土嚢
　　 などを設置している。

　令和○○年　　本社

　産業廃棄物処理業　許可講習会修了者
　収集運搬業　　２名配置

　ISO14001取得
　令和○○年　　本社

　エコアクション21取得

車両に関する情報を

記載してください。

業務時間等の情報を

記載してください。

安全に関する情報を

記載してください。

環境保全に関する情

報を記載してくださ

い。
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 優良性基準適合認定制度における事業計画の概要に必要な記載事項例ですが、自社の事業

に属する項目を記載してください。

　　紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず

 ５ 古紙、ガラス屑、金属屑の回収販売

　　金属くず　　　　　250t/年

 おります。
　 地域環境、社会情勢の変化に応え、地球環境にやさしい
 企業として、限りある資源の有効活用に努めながら、自然

　　廃油　　　　　　　  80t/年

　　廃酸                  　100t/年

　　汚泥　　　　　　　  30t/年
　　廃アルカリ　         100t/年

３ 取り扱う容器の種類

　　感染性廃棄物　　  　50t/年

 ３ 特別管理産業廃棄物収集・運搬

　　金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、がれき類
　　特別管理産業廃棄物
　　廃油、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物

　　廃油　　　　　　　100t/年

 ・ 特別管理産業廃棄物

 ４ ビルの総合管理

　 事業者が排出する一般廃棄物及び産業廃棄物、また、病
■事業の全体計画

　　汚泥　　　　　　　  55t/年

■収集運搬事業

　　（廃石綿等、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェ
　　ニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物、金属等を含む

１ 取り扱う廃棄物の種類
　　燃えがら、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック

 院等から排出される特別管理産業廃棄物の収集運搬を行って

 環境との調和を目指します。

 １ 一般廃棄物収集・運搬
 ２ 産業廃棄物収集・運搬

　　廃棄物）

２ 予定計画運搬量

　　紙くず　　　　　     50t/年

　　廃プラスチック　　200t/年

　　廃石綿　　　　　　　 3t/年

　　コンテナ（４．０㎥）、コンテナ（８．０㎥）、コン
　　テナ（１５．６㎥）、フレコンバック（１．２㎥）等

　　ガラスくず　　　　    5t/年

イインンタターーネネッットト情情報報公公開開ににおおけけるる事事業業計計画画のの概概要要

⑵⑵  収収集集運運搬搬業業（（積積替替ええ保保管管をを含含むむ））

事
業
計
画
の
概
要
例

■事業全体の概要実施している事業を

記載してください。

事業の全体的な計画

を記載してください。

収集運搬業で取り扱

うごみ種を記載して

ください。

取り扱うごみ種の運

搬量を記載してくだ

取り扱う容器の種類

を記載してください。

参考資料2
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　令和○○年　　本社

　産業廃棄物処理業　許可講習会修了者
　収集運搬業　　２名配置

　エコアクション21取得

8 認証・資格等

　　 止するため、シート及びロープ掛けを確実に行う。

　・ その他
　　 毎日の洗車を徹底し、タイヤや荷台を清潔に保つ。

　　弊社は、○○地域の清掃活動を通して、地域の美化
　　運動に協力しています。

６ 安全管理
　　乗務前にアルコール検出器によるチェック

　・ 悪臭対策

　②積替・保管施設
　・ 飛散・流出対策

　　休 業 日 　日曜日、祝祭日

　令和○○年　　本社

　　ブリッド車両を導入。

　 ISO14001取得

　　 取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて適切
　　 な車両及び容器を使用して、廃棄物の飛散、流出、漏
　　 れを防止する。

　　業務時間　原則　8:00～17:00（夜間排出対応可）

　　 運搬中の荷崩れによる廃棄物の飛散、流出、漏れを防

　①収集運搬業

７ 環境保全措置

　　切な車両をし、収集運搬車両排ガス対策として、ハイ

５ 事業体制

４ 車両の用途
　　取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて、適

事
業
計
画
の
概
要
例

　・ 緊急事態への対応
　　 地震、火災、台風等を想定し、火災対応訓練や地震対
　　 応訓練等を定期的に行っている。また、地震や台風等
　　 による廃棄物の漏洩や浸水被害を防止するための土嚢
　　 などを設置している。

　・ 飛散・流出対策

　　 取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて適切
　　 な容器を使用して、悪臭の漏洩を防止する。

　　デジタルタコグラフによる運転技術管理
　　安全運転教育等の定期的な開催による事故防止の徹底

車両に関する情報を

記載してください。

業務時間等の情報を

記載してください。

安全に関する情報を

記載してください。

環境保全に関する情

報を記載してくださ
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 優良性基準適合認定制度における事業計画の概要に必要な記載事項例ですが、自社の事業
に属する項目を記載してください。

イインンタターーネネッットト情情報報公公開開ににおおけけるる事事業業計計画画のの概概要要

⑶⑶  中中間間処処理理業業

　　 廃プラスチック類、金属くず
　・ 溶融に係るもの

　　廃アルカリ　           90t/年

　　ガラスくず　　　　    3t/年

　　 動植物性残渣、ゴムくず

　　廃プラスチック　　180t/年

　　汚泥　　　　　　　  30t/年
　　廃油　　　　　　　  70t/年
　　感染性廃棄物　　  　50t/年
　　廃石綿　　　　　　　 3t/年

　　汚泥　　　　　　　  40t/年
　　紙くず　　　　　     40t/年
　　金属くず　　　　　160t/年

　　廃油　　　　　　　100t/年

　　 廃プラスチック類（発泡スチロールに限る。）
　・ 脱水に係るもの
　　 汚泥
　・ 中和に係るもの
　　 汚泥、廃酸、廃アルカリ
　・ 焼却に係るもの
　　 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず

２ 予定計画処理量

 ・ 特別管理産業廃棄物
　　廃酸                  　  80t/年

　３ 特別管理産業廃棄物の処理業

　院等から排出される特別管理産業廃棄物の中間処理及び再

　環境との調和を目指します。

　資源化事業をおこなっております。
　　地域環境、社会情勢の変化に応え、地球環境にやさしい
　企業として、限りある資源の有効活用に努めながら、自然

　　事業者が排出する一般廃棄物及び産業廃棄物、また、病

■中間処理業

　・ 圧縮に係るもの

　　 廃酸（容器に封入されたものに限る。）
　　 廃アルカリ（容器に封入されたものに限る。）
　　 動植物性残渣（容器に封入されたものに限る。）
　　 金属くず、ガラスくず、陶磁器くず
　・ 破砕に係るもの
　　 廃プラスチック類

　・ 選別に係るもの

■事業の全体計画

１ 取り扱う廃棄物の種類

■事業全体の概要
　１ 一般廃棄物の処理業

事
業
計
画
の
概
要
例

　２ 産業廃棄物の処理業
実施している事業を

記載してください。

事業の全体的な計画

を記載してください。

中間処理業で取り扱

うごみ種を記載して

ください。

取り扱うごみ種の処

理量を記載してくだ

参考資料2
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　ISO14001取得
　令和○○年　　本社

　エコアクション21取得
　令和○○年　　本社

　産業廃棄物処理業　許可講習会修了者
　処分業　　２名配置

　環境保全管理資格者数
　公害防止管理者　　　　　　　　　　１名
　技術士　　　　　　　　　　　　　　１名
　環境計量士　　　　　　　　　　　　１名

　第２種酸素欠乏危険作業主任者　　　２名
　防火・防災管理者　　　　　　　　　１名
　水質管理責任者　　　　　　　　　　２名
　
　弊社は、○○地域の清掃活動を通して、地域の美化運動

　・焼却については24時間稼働

　　受入廃棄物を破砕、分別、圧縮し、有価物として売却。

　その他の資格者数
　危険物取扱者　　　　　　　　　　　２名　　　　
　一級ボイラー技士　　　　　　　　　１名
　クレーン・デリック運転士　　　　　２名

　　設内の電気を賄っている。

　・ 騒音・振動対策

　技術管理者（士）　　　　　　　　　１名

５ 環境保全措置

　に協力しています。

　・休憩1時間30分

３ 中間処理施設の概要

　　受入廃棄物を焼却し、ボイラタービンによる発電で施

事
業
計
画
の
概
要
例

　　 ISO14001による継続的な取組を行い、環境関連法
　　 令の順守、安全教育・緊急事態への対応等を計画的
　　 に実施していくことで、環境保全の維持向上に努めて
　　 います。

　・ 流出対策
　　 雨水とは別にU字溝を設け集水し、排水処理施設で処
　　 理後、下水に放流。
　・ 悪臭・害虫対策
　　 脱臭装置を設置。

　　 破砕機は防音壁で囲われている。

６ その他

４ 事業体制
　　稼働時間　8:00～17:30
　・ライン稼働時間8時間15分
　・清掃1時間15分

中間処理施設に関す

る情報を記載してく

ださい。

業務時間等の情報を

記載してください。

環境保全に関する情

報を記載してくださ

その他、特記事項が

あれば記載してくだ

評価項目に該当する

活動や記録を表記し

ても良いです。
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施施設設維維持持管管理理記記録録            

  

 ○ 法律では 

  ① 平成 10 年 6 月 16 日以前に産業廃棄物処理施設を設置・変更の申請した施設

は、下記の法律が適用される。 

・廃棄物処理法施行規則 

  （産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準） 

  第十二条の六 法第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の全

てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 

  一から八まで （略） 

  九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置（法第二十一条の二第一項に

規定する応急の処置を含む。）の記録を作成し、三年間保存すること。 

 

  ② 平成 10 年 6 月 17 日以降に産業廃棄物処理施設を設置・変更の申請した施設

は、下記の法律が適用される。 

・廃棄物処理法 

  （産業廃棄物処理施設） 

  第十五条 産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処

分場その他の産業廃棄物の処理施設で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しよう

とするものは、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県

知事の許可を受けなければならない。 

  ２ 前項の許可を受けようとする物は、環境省令で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

  一から六まで （略） 

  七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 

 

  (産業廃棄物処理施設の維持管理記録等) 

  第十五条の二の三 産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基

準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した

維持管理に関する計画に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければな

らない。※維持管理に関する記録は、施行規則第十二条の六第九号で定められてい

るとおり、三年間保存すること。 

 

                                

 

 参考資料 3 
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 ○ 維持管理記録とは 

  廃棄物処理法施行規則第十二条の六第九号又は廃棄物処理法第十五条の二の三に

定められた「維持管理の記録」のこと。 

 

 ○ 審査書類について 

  ① 平成 10 年 6 月 16 日以前に産業廃棄物処理施設を設置・変更の申請した施設 

【書面審査資料】 

  ・廃棄物処理法施行規則第十二条の六第九号の施設の「維持管理に関する点検、検

査等の記録表」 

（直近のもので、記録の様式等が分かるもの）の写し 

【現地審査資料】 

  ・維持管理に関する点検、検査等の記録を３年間分保存されているかを確認 

 

  ② 平成 10 年 6 月 17 日以降に産業廃棄物処理施設を設置・変更の申請した施設 

 【書面審査資料】 

  ・廃棄物処理法第十五条第２項第七号の「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する

計画」の写し 

 【現地審査資料】 

  ・維持管理に関する計画に基づき適正に維持管理が行われ、その記録が３年間分保 

存されているかを確認 

 

① 又は②に定められた「維持管理」に関する記録を提出及び現地審査で確認 
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✔

✔

Web

Web

Web 6 2024 4 1
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